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本研究の目的は,新 宿区大久保地区における外国人居住の状況に関して,1990年 から2000年 にかけての10年 間の変化

を把握することである。調査の結果,外 国人の住宅が老朽木賃アパー トから賃貸マンションへ移行 し,入 居者属性が若年

単身か ら就労単身 ・夫婦 ・ファミリー世帯など多様化 したこと,不 動産業者の対応が入居拒否か ら歓迎に一変 し,賃 貸マ

ンション家主の多くが外国人を受け入れ柔軟に対応 していることなど,大 きな変化が明らかになった。一方分譲マンショ

ン転貸物件では依然として外国人による トラブルが存在 した。将来,マ ンシ ョン管理のあ り方が,外 国人 との共住に対す

る意見や評価に関わる可能性がある。
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　　　　　The　 aim　 ofthis　 study　 is　to　analyze　 changes　 ofdwellings　 of　f()reigners　 in　Okubo　 district　 in　Shinjuku　 ward　 fめm　 1990　 to　2000.Th
e　study　 revealed　 great　 changes　 in　the　 district;shift　 of　dwellings　 of　 foreigners　 from　 o且d　wooden　 apartments　 to　RC　 apartments,

varied　 characteristics　 of　dwellers　 from　 young　 singles　 to　young　 workers,　 couples　 and　 families,　 changes　 ofattifudes　 ofreal　 estate

agents　 and　 apartment　 owners　 from　 negligence　 to　acceptance.　 On　 the　 other　 hand,　 foreigners　 are　 still　causing　 troubles　 in　subleased

condominiums.　 The　 management　 of　 condominium　 may　 become　 a　decisive　 factor　 of　the　 co-habitation　 with　 fbreigners.

1.は じめに

1.1　 調査の目的

本研究の 目的は,新 宿区大久保1・2丁 目,百 人町1・

2丁 目,北 新宿1～3丁 目(以 下 「大久保地区」と称す)

における外国人居住の状況に関して,1990年 から2000

年にかけての変化を把握することである。本研究に先立

って実施 した研究文1)2)3)4)では,外 国人に対す る入居差

別の実態,木 賃アパー ト(木造共同住宅)へ の外国人集住

のメカニズム,分 譲マンションにおける転貸や管理と外

国人居住 との関係,地 区内における外国人関連施設の分

布状況等が明らかにされた。最初の調査に着手 した1990

年から10年 が経過 した。 この間に大久保地区の外国人

人 口は増加の一途を辿 り,大久保1丁 目を中心 とする地

域ではエスニック系店舗 ・事務所の集積が顕著である。

初回調査か ら10年 という節 目に,外 国人居住の実態や

地域環境の変化について改めて実態調査を行い,従 前調

査結果 との比較を通 じて 日本人と外国人との共住の過

程を知ることは,今 後 日本各地が直面 していくと予測さ

れる地域社会の国際化を考えるとき,貴 重な参考事例 と

なるであろう。

1.2　 調査の方法と内容

比較研究とい う視点から,で きる限 り過去に行った調

査と同様の内容 と方法で調査を実施 した。

①外国人登録者数にみる居住地動向の分析

　国籍別 ・市区町村別外国人登録者数君Dの 推移か ら,

1980年 以降の首都圏における外国人の居住地動向を地

図情報として処理 し,5年 毎の変化動向を把握 した。1

都3県 の上位主要国を中心に,韓 国 ・朝鮮,中 国,フ ィ

リピン,タ イ,ベ トナム,バ ングラデシュ,パ キスタン,

英国,米 国,ブ ラジル,ペ ルーの11力 国について作業

を行ったが,本 稿では,新 宿区外国人登録者数の4割 を

占める韓国 ・朝鮮および3割 を占める中国を取 り上げ,

1990年 から2000年 の居住地動向について分析する。
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②大久保地区における外国人居住 と地域環境の変化

　まず地区の概況を把握するため,調 査地区内の木賃ア

パー ト全棟を対象に現地調査を行い,現 存状況を確認 し

た(調査実施期間:平 成12年10月 ～12月)。

次に大久保地区における外国人居住の状況を把握する

ため,不 動産仲介業者,賃 貸住宅の家主,分 譲マンショ

ンの管理員又は管理組合役員を対象とす るヒアリング

調査を実施 した(調査実施期間:平 成12年12月 ～13年

9月)。 不動産仲介業者に対しては,外 国人客への対応

の状況,外 国人居住者の属性と トラブルの内容など,賃

貸住宅の家主に対 しては,外 国人居住者の属性,住 まい

の種類,入 居者管理 と生活ルール等について,分 譲マン

ションについては管理問題に関 して把握す ることを目

的に,そ れぞれ調査を行った。

さらに地域環境の変化を把握するため,外 国人関連施

設の分布状況について現地調査を行い,過 去3回 実施 し

た調査結果 とあわせて外国人関連施設の推移を数値的

に明らかにした(調査実施 日:平 成13年5月27日)。

③総括および課題

上記調査以外に地域の外国人関連団体等へ実施 した ヒ

アリング調査や既存調査結果も参考にしつつ,② の調査

結果を総括 し,今 後の課題を示 した。

2.　 外 国 人登 録 者 数 に み る 居 住 者 動 向 の 分 析

2.1　 外 国 人 総 数 の 居 住 地 動 向

　 1都3県 にお け る外 国 人 登録 者 数 は,1990年 の約37

万 人 が,2000年 に は約60万 人 とな って お り,こ の10

年 間 で1.6倍 増 とな っ て い る。1990年 の 外 国 人 の 居 住

地 は,概 ね東 側 は都 心 か ら20km圏,西 側 は30km圏 内 の

範 囲 で あ った が,2000年 に な る と都 心50km圏 に まで 拡

大 して い る。中 で も,東 京 都 新 宿 区,江 戸 川 区 で は7,000

人 以 上,足 立 区,埼 玉 県 川 口市 で は5,000人 以 上 増 加 し

た(図2-1,図2-2)。 また 千 葉 県 市 川 市,船 橋 市,松 戸 市,

神 奈 川 県 相 模 原 市 で も増 加 が著 し く,い ず れ も約4,000

人 の 人 口増 とな って い る。

これ らの 地 区 の 人 口増 の 要 因 と して は,新 宿 区 を 除 い

て 中 国 お よび フ ィ リ ピン の 増 加 が 大 き く影 響 して い る。

ま た,東 京 都 以 外 で は,1990年 か ら1995年 に か け て ブ

ラジ ル の 急 増 も一 要 因 とな っ て い る。 ブ ラ ジ ル は1990

年 の 出 入 国 管 理 お よび 難 民 認 定 法 の改 正 を契 機 に,製 造

業 の 立 地 す る特 定 市 町 村(1都3県 の 中 で は 主 に神 奈 川

県)の 登 録 人 口が急 増 した が,そ の後 就 労 先の 拡 が りと

と もに居 住 地 も拡 散 して い っ た 。

2.2　 韓 国 ・朝 鮮 人 の 居 住 地 動 向

続 い て韓 国 ・朝 鮮 人 につ い て み る と,外 国 人 登 録 者 数

に は在 日韓 国 ・朝 鮮 人 が 含 まれ る た め,ほ とん どの 市 町

村 で登 録 者 がみ られ る。1990年 約16万 人 か ら2000年



約17万 人 と,大 き な人 口変 化 は み られ な い(図2-3,図

2-4)が,東 京 都 の 新 宿 区 で は10年 間 で 人 口増加 が 著 し

い(+1,977人,増 減 率126.4%)。1都3県 にお い て1990

年 に は 足 立 区 が 最 多 人 口数 の8,921人 で あ っ た が,2000

年 に は 新宿 区 が 最 多 人 口数 の9,462人 とな っ て い る。新

宿 区 は1980年 の 韓 国 ・朝 鮮 人 人 口が2,974人 で あ っ た

こ とか ら,特 に ニ ュ ー カ マ ー の 韓 国 人 が 集 中的 に流 入 し

て い る こ とが わ か る。

　 ま た10年 間 で500人 以 上 増加 した 地 区 は,東 京 都 台

東 区(+836人),江 戸 川 区(+752人),荒 川 区(+701人),

北 区(+520人),埼 玉 県川 口市(+662人)と な っ て い る。

ま た,も と も と人 口は 多 い もの の,10年 間 で500人 以

上 減 少 した 地 区 も あ り,神 奈 川 県 横 浜 市 緑 区(-632人) ,

川 崎 市川 崎 区(-534人),東 京 都 大 田区(-509人)が あ

る。多 くの 市 町 村 で登 録 者 が み られ るが,近 年 は都 心 及

び東 部 地 区 で の居 住傾 向 が 更 に強 ま っ て い る。

2.3　 中 国 人 の 居 住 地 動 向

　 1都3県 にお け る 中 国人 の 登録 者 数 は,1990年 の約9

万 人 か ら,2000年 に は約16万 人 で,約1.8倍 増 と大 き

く変 化 して い る。も っ と も人 口増 加 が 著 しい の は 東 京 都

江 戸川 区(+3,455人),次 い で足 立 区(+2,666人),埼 玉

県川 口市(+2,341人),東 京 都 板 橋 区(+2,171人),江 東

区(+2,033人)で,い ず れ も2,000人 以 上 の 人 口増 とな

っ て い る(図2-5,図2-6)。 ま た,人 口増 加 は2,000人

に 満 た な い もの の,登 録 者 数 で み る と東 京 都 新 宿 区 に お

い て もっ と も人 口が 多 く,1990年 には 約6,000人 の 登

録 者 数 が,2000年 には 約7,600人 と,お よそ1,600人

の 増加 とな って い る。

　 この10年 間 に500人 以 上 増 加 した地 区 の 分布 状 況 を

み る と,1990年 に 多 か った 都 心 だ け で な く,2000年 に

は 西 部 地 区 に も居 住 傾 向 が 強 ま っ て い る。1都3県 全 体

と して 登録 者 数 の 増 加 傾 向 に あ り,主 に埼 玉 県 や 千 葉 県

に お い て この10年 間 で の 人 口増 加 が 著 しい。 中 で も,

東 京 都 町 田市,千 葉 県 市 川 市,船 橋 市,松 戸 市,埼 玉 県

草 加 市,越 谷 市,神 奈川 県 相 模 原 市 で は約3倍 以 上 の 人

口増 で あ り,こ の10年 間 で 急 速 に登 録 者 数 が 増 え,居

住 地 が 埼 玉 県 や 千 葉 県 へ も拡 大 した こ とが わ か る。

　 1990年 の 中 国 の 在 留 資 格 は,東 京 都 で 特 に 「就 学 」

とf留 学 」が 多 く併 せ て5割 に達 して お り,日 本 語 学 校

や 専 門 学 校 の 多 い 都 心 区 に 中 国 が 集 中 す る 要 因 とな っ

て い た 。 しか し2000年 に な る と 「就 学 」 「留 学 」は 減 少

して 他 の 在 留 資 格 が 増 え てお り,活 動 領 域 の 拡 大 が 居 住

地 拡 大 の 一 要 因 に な って い る こ とが推 察 され る。

3.大 久 保 地 区 に お け る外 国 人居 住 と地域 環 境 の 変 化

3。1調 査 地 区 の概 要

1)地 区 環 境

　 調 査 地 区は,大 久 保1・2丁 目,百 人 町1・2丁 目,

北 新 宿1～3丁 目の7町 丁 目(約150ha)で あ る(図3-1)。

い ず れ の 町 丁 目 も細 街 路 が 多 く木 造 住 宅 密 集 地 域 を 形

成 して い る。 職 安 通 り(幅 員30m)を 挟 ん で 歌 舞 伎 町

2丁 目 と接 す る大 久 保1丁 目 ・百 人 町1丁 目は,従 来 か'

ら,住 宅 用 途 以 外 に,店 舗 ・事 務 所,専 門学 校,ホ テ ル

等 の 非 住 宅 系 用 途 が 混 在 す る地 区 で あ った が,近 年 エ ス

ニ ッ ク系 店 舗 ・事 務 所 の進 出 が急 速 に 進 ん で い る。一 方,

大 久 保 通 り北 側 の 大 久 保2丁 目 ・百 人 町2丁 目,お よび

小 滝 橋 通 り西 側 の 北 新 宿1～3丁 目は,比 較 的 安 定 した

住 宅 地 環 境 を保 って い るげ」2)。

2)　 地 区 人 口の推 移

　 新 宿 区 で は,総 人 口(日 本 人 と外 国 人 の 人 口合 計)に 占

め る外 国 人 比 率 が 年 々 上 昇 して お り,2000年 に は8.2%

に達 した 。 新 宿 区 の 日本 人 人 口は,1990年295,032人

か ら2000年264,512人 に 減 少 し,2000年/1990年 の 増

減 率 が 一10.3%で あ る の に 対 して,外 国 人 人 口は,1990

年16,782人 か ら2000年24,149人 と増加 し,増 減 率 は

43.9%で あ る。

　 調 査 地 区 の 日本 人 人 口は,1990年31,301人 か ら2000

年23,916人 へ と減 少 して い る(増 減 率 一14.0%)。 一 方

外 国 人 人 口は,1990年4,369人 か ら2000年7,453人 へ

と著 し く増加 して い る(増 減 率170,6%)。 面 積 で い え ば,



区 内全 域 の8.2%に す ぎな い 地域 に,区 内 外 国 人 登 録 者

総 数 の30.9%が 集 中 して い る こ とに な る.調 査 地 区 の

外 国 人 人 口比 率 は 平均21.　 7%で あ る が,そ の 中で も特

に 大 久保1丁 目の外 国 人 比 率 が 高 く,34.9%に 達 して い

る。 ま た 国籍 につ い て は,新 宿 区の 国 籍 構 成 が,韓 国 又

は 朝鮮39.2%,中 国31.5%と な って い る こ とか ら,調

査 地 区 に お い て も,ア ジア 系 外 国 人 が 多 い と類 推 され る。

3)　 木 賃 アパ ー ト分 布 状 況

　 1990-1992年 調 査ll　3)では,就 学 生 ・留 学 生等 の外 国 人

居 住 者 の 多 くが 木 賃 ア パ ー トに 居 任 して い る 実 態 が 明

らか に な った 。 本 調 査 で は,比 較 調 査 とい う視 点 か ら,

これ ら木 賃 アパ ー トの 現 存 状 況 を調 査 した。1990年 に

作 成 した 木 賃 ア パ ー ト分 布 図 お よび 当 時 の 住 宅 地 図 帳

を も とに,現 地 調 査 に よ り現 存 ・建 替 え な どの状 況 を把

握 した 。1990年 時 点 で,調 査地 区内 にお い て1,　052棟

の 木 賃 ア パ ー トが 確 認 され て お り,703棟 が 木 賃 ア パ ー

トと して 残 っ て い た(現 存 率66。8%,空 き家 を除 く)c

建 替 え 等 の 更 新 が 進 ん で い た の は 大 久 保2丁 目 と 百 人

町1丁 目で,木 賃 ア パ ー トの 現 存 率 は いず れ も6割 以 下

で あ る。一 方 更 新 が 進 ん で い ない 地 区 は 百 人町2丁 目で

8割 の 木 賃 ア パ ー トが現 存 して い たJ現 存 す る703棟 の

うち,132棟(18.8%)が 設 備 共 同 で あ る　 な お1住 戸 以

上 の 空 室 を抱 え る木 賃 アパ ー トの棟 数 率 は,設 備 専 用 で

は4,0%,設 備 共 同 で は7,6%と な っ て い る,現 存 以 外

で は,全 住 戸 空 き家 に な って い る4.5%,建 物 は 除却 さ

れ 空 地 また は 駐 車場 等 に な っ て い る8.7%,建 替 え られ

た19.9%で,建 替 え 後 の 状 況 は,約5割 が共 同住 宅,

約3割 が 戸 建 て 住 宅 で あ る。

　 1990-1992年 調 査 で は,木 賃 ア パー トの 多 くで 外 国 人

居住 者 を み い だ す こ とが で き た が,2000年 調 査 で は,

外 国 入 居 住 者 の 存 在 を感 知 す る こ とが 困難 で あ っ た 胴)。

特 に 設備 専 用 の 老 朽 化 した 木 賃 ア パ ー トで は,高 齢 者 の

居 住 は 確 認 され た が,外 国 人 の居 住 を確 認 で きた 事 例 は

少 な か った 。こ の現 地 調 査 か ら,① 木 賃 ア パ ー トにお け

る外 国 入 居 住 者 の 人 数 ・割 合 が減 少 した,若 しく は② 外

国 人 と 口本 人 の 生 活 様 式 の 差 が な くな り,外 国 人 居 住 者

の存 在 が み え に く くな っ て い る,と い う2つ の 仮 説 が 浮

か び1二が って き た。

3.　2　 外 国 人 賃 貸 住 宅 市 場 の 変 化

1)　 調 査 対 象 不 動 産 業者'の概 要

大 久 保 地 区 に店 舗 を構 え て住 宅 仲 介 を行 っ て い る5業

者 お よび,補 足 的 にt記 エ リア外 の2業 者,ま た,外 国

人住 宅 仲 介 専 門業 者(韓 国系)3業 者,合 計10業 者 に

対 して,面 接 に よ る 聞 き 取 り調 査 を行 っ た(表3-1)。

外 国 人 へ の 仲 介 を 専 門 に 扱 う韓 国 系 業 者 は,lggo年 調

査 で は 存 在 しな か っ た。 なお,NTT発 行 の 『職 業 別 タ

ウ ンペ ー ジ』(2000年3月 ～2001年2月)の 「不 動 産 取



引」欄によると,本 調査地域内で電話番号を掲載 してい

る事業者数は,大 久保1・2丁 目42業 者,百 人町1・

2丁 目88業 者,北 新宿1～3丁 目49業 者であり,今 回

の調査は大久保t・2丁 目の事業者の割合が多い結果 と

なっている。

2)　外国人客の取 り扱いの状況について

10年 前に行った不動産業者への電話による調査では,

地区内の業者の9割 近くが 「外国人へは部屋を斡旋 しな

い」という状況であったが,今 回調査した業者はいずれ

も外国人にも部屋を斡旋 してお り,客の半数以上が外国

人とい う業者も多いとい う状況であった。外国系不動産

業者では9割 以上の客が外国人であった。来店する外国

人客の国籍は 「韓国」が圧倒的,次 いで 「中国」となっ

ている。また,10年 前に多かった 「ロコミ」による入

居だけでなく,自 ら不動産業者をまわ り,「飛び込み」

で部屋を探す外国人が増加 していることも判明 した注5)。

3)　 外国人の希望する物件

　部屋を探 しに来る外国人を通じて,大 久保に住もうと

する外国人の職業や家族タイプについてみてみると,①

日本語学校の生徒(就 学生)や 専門学校生 ・大学生(留

学生)の 単身者,② 日本企業などに勤めるサラリーマン

や韓国財閥系に勤める社会人ファミリー,③ 風俗系サー

ビス業などに従事する女性の3グ ループに分かれる。就

学生・留学生は家賃6万 円以下の部屋か友人同士で8～

10万 円のアパー トを借 りる。社会人ファミリーは2D

K以 上で15～35万 円のマンションを希望する。サー ビ

ス業の女性はスポンサーの有無によりさまざまである

が,10万 円前後の部屋に入居するケースが多い。また,

一般的に畳 ・老朽木造 ・設備共同は外国人には不人気で

あるという声が聞かれた。

4)　外国人客への具体的な対応やノウハウ

外国人客への対応,賃 貸契約に関 しては,外 国人スタ

ッフが母国語で対応 している等が聞かれた。契約時に必

要になる書類は,ケ ースバイケースで,10年 前に比べ

事情に応 じて比較的柔軟に対応 している状況が確認 さ

れた。特に,保 証人は 「必ず しも日本人ではなくても,

外国人でも可」という対応が増え,形 式にこだわらない

契約が増加 している。その結果,特 定の国の出身者のみ

を扱 う不動産業者,客 が特定の業種に偏る傾向のある業

者などがみられ,仲 介業務が国籍別職業別に特化 しつっ

あることがわかる。

5)　外国人入居者の トラブル

　 トラブルそのものとしては,「 ゴミの出 し方」「騒音」

「転貸」な どが依然聞かれた。一方で,「 トラブルが少

なくなった」「大きな トラブルはない」とい う,以 前で

は聞かれなかった声も聞かれるようになった。

6)　家主側の状況

　 「外国人不可」では大久保の賃貸業は成 り立たないと

い う見解が多く,以 前に比べかなり外国人への門戸も開

かれている状況が明 らかになった。

3.3　 賃 貸 住 宅 に お け る 外 国 人 居 住

1)　 調 査 対 象 物 件 の概 要

1990-1992年 調 査 の 対 象 とな っ た 賃 貸 住 宅30物 件11:　6)39

棟(木 造31棟,鉄 骨 ・RC造8棟)の うち,現 存 す る の

は21棟 で あ る。 特 に現 存 率 が 低 い の は,設 備 共 用 の木

賃 ア パ ー トで あ る。

　 2000年 調 査 で は 従 前 建 物 の 現 存 状 況 を確 認 し,① 現

存 して い る賃 貸 住 宅(21棟),② 建 て 替 え られ た が,家

主 は 従 前 と同 じも しくは,そ の 子 世 帯 等 の親 族 に よ っ て

継 承 され て い る(5棟)を 対 象 に ヒ ア リ ン グ調 査 を実 施

した 。調 査 対 象 とな った 賃 貸 住 宅 は23物 件26棟 で あ っ

た が,こ の うち調 査 拒 否 が3物 件 あ っ た た め,20物 件

23棟 に対 して調 査 を行 っ た注7)。建 物 の 種 類 別 に み る と,

木 賃 ア パ ー ト10物 件12棟,賃 貸 マ ンシ ョ ン(非 木 造 共

同 住 宅)10物 件11棟 で あ る。

　 ま た 従 前 調 査 対 象 の 一 部 が,こ の10年 間 の うち に取

り壊 し等 で 失 わ れ て い た こ とか ら,今 回 の 調 査 で は4物

件4棟 の 賃 貸 マ ン シ ョン を新 た に 新 規調 査 対 象 と して

加 えた(表3-2)。

2)　 外 国 人 居 住 状 況 の変 化

　 1990-1992年 調 査 に 比 較 して,外 国 人 が入 居 して い る

賃 貸 住 宅 の割 合(棟 数)は,7割 か ら8割 に 上 昇 した 。

10年 前 は,外 国 人 入 居 住 戸 の81%が 木 賃 アパ ー トで あ

った が,今 回 は75%が 賃 貸 マ ンシ ョン とな っ て お り(表

3-3),外 国 人 の入 居 す る住 宅 の種 類 は,木 賃 ア パ ー トか

ら賃 貸 マ ン シ ョンへ 移 行 して い た。

3)　 外 国 人 入 居者 の 属性

　 中 国,台 湾,韓 国 出 身 の 外 国 人 居 住 者 が 多 か っ た10

年 前 に 比 べ,現 在 で は 韓 国 と 中 国 が 主 流 に な り,特 に,

韓 国 の増 加 が著 しい。ま た,韓 国 と中 国 以外 の ア ジア 出

身 者 も増 加 して お り,国 籍 も多様 化 して き た。 さ らに,

非 単 身 世 帯 の 増 加,単 身 世 帯 で あ って も学 生 が減 少 し就
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1990-1992年 調査 2000年 調査
所在地 構造

棟数
設備 総戸数(外国

人)
外国人
国籍

世帯構成 現存状況 設備 総戸数
(外国人)

外国人
国籍

世帯
構成

ヒア リング概要

1 大久保2 W3 共用
専用

24(32) 台湾1中
国2

韓国9
マカオ1

単身13 建習
→S2

子が家主

専用 10(1) 中国2
韓国2
中国1
タイ1タ

イ1*

単身1
夫婦1
不明7

入居者は家主は隣に住んでいると言ったが、訪問す
ると家主ではないと否定,入 居者の話では1DK
(あるいはワンルーム)で 家賃8万 円,入 居者は単

身またはカップル等の2人 世帯

■

現存W1
子が家主

専用 6G) 中国or韓
国

不明1

2 大久保2 W1 共用
専用

11(0)
1現存

(改築)
共用
専用

7(0) 設備共用が あるので日本人と外国人の共同使用は無
理,入 居者は長 く住んでいる日本人単 身者が多い

3 大久保2 W2 共用 24(6) 中国3
韓国3

単身4
夫婦1家族

1
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4 大久保2 W1 共用 6(1) 一 親族1 現存 共用 6(2) 韓国2 単身2 中～高齢の入居者が多い
5 大久保2

雫c
専用 11(3) 一 単身2 現存 専用 12(10) 韓国10 家主は板橋区在住,不 動産屋が管理 している,以 前

は警察沙汰 ・ゴミ問題等あったが近年は静か
6 百人町1 S1 専用 6(3) 台湾1*

韓国2
単身3 現存 専用 6(一) (調査拒否)

7 百人町1 W3 共用
専用

22(4) 台湾1
韓国3

夫婦2友人1 建替
→RC1

子が家主

専用 33(0)
xお漏豪欝碧驕磐5禦合認銚 硅宅昊歪
設,仲 介 も敢えて他地区の業者に依頼 した

8 百人町1 W3 専用 20(6) 台湾2
中国2
韓国2

単身6 建替
→RC1

子が家主

専用 21(一) 『 一 外国人入居者の存在は認められたが,家 主は1い な
い」 と否定

9 百人町2 RC

1
専用 7(2) 台湾2 単身1

家族1
現存
子が家主

専用 7(2) 韓国2 単身2 入居審査は保証人よ りも人柄 を重視,分 別ゴミの問
題はあるが トラブルはない

10 百人町2 W1 専用 4(1) 台湾1 単 身1 現存
子が家主

専用 4(0) 家主は上記物件 と同 じ人

11 百人町2 RC
1

専用 8(0) 現存 専用 8(3) 中国2
韓国1

夫婦2
友人1

保証人は在日韓国 ・朝鮮人などでも良い,家 賃 を持
参 した時に入居者の顔 を確認する

12 百人町2 RC
1

専用 8(2) 中国2 夫婦1友
人1

現存 専用 8(b) 韓国2
中国2タ
イ1

単身4
夫婦1

なるべ く長 く住んでもらうように している,家 賃を
持 ってきた時にコミュニケー ションを図る,外 国人
の入居で困った ことはない

13 北新宿1
早c

専用 9(3) 台湾1
米国1
中国1*

夫婦2
単 身1

現存 専用 9(Z) 台 湾1*中 国
*1

夫婦2 外国人の場合は,定 住 しようとい う意識があり責任
をもって住んで くれる人が良いので,日 本人との国
際結婚の夫婦を希望して入居 させている,道 路拡幅
による立退きのため近隣の日本人住民が減った

14 北新宿1 RC
1

専用 11(2) 韓国2 単 身2 現存 専用 11(4) 韓 国3
ミャンマー1*

単身2
夫婦1
家族1

ここ5～6年 トラフルはない,日 本人 よりも外国人
の方が家賃の支払いがきちん としている,も しも同
居 したい時は必ず事前に相談 してもらう

15 北新宿1 W1 専用 5(3) 中国2韓
国1

友人1
単身1家族

1

現存 専用 b《 一) 一 一 (調査拒否)

16 北新宿2 W1 共用 22(18) 台or中9
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単身9 戴 苓≒≧i　 晶
'9◆,●◆●∴ 　　◆　 ◆　　●○

:.:∵
・　 　 '　 　 　 　 ・ ・: .∵ ジ、ド:・玉……:'・:㌦1::鷺出 ・…鶴

':::究 璽 究

ぢ嵐. 嚢 。:爆i:
.≒≒:・ .,撃 、勲

　 ,　,　●　,　　　,　○　●
◆。..○ ○。n..◆.○.●9.●.9◆ ,,,　 %9　 　　 　●◎ ,

・,・ ∴ ・',　 ・ 一 ・ 　
,電.、.占:9.占 ぢ..触 、,,　 　 ,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

1' 北新宿2 W3 共用
専用

15(9) 台 湾1

中 国3韓
国2

マレーシァ1

米 国1
ニェーシ㌧ ラン

ト◆1

単身7夫婦1

友人1

現存 共用博
用

1Z(9) 中 国7韓

国1
マレーシァ1

単身3
夫婦2兄弟姉

妹1
友人2親族

1

なるべ く就学生や留学生に部屋 を貸 してあげたい,
学生はアルバイ トの問題があるので通学時間が長 く
てもここに住んでいる,管 理は自分でや っているが
ゴ ミ等の問題は特にない,か つて無断退去された ト
ラブルが2件 あった,大 久保通 りの小売店は減 った
がスーパーはある し,交 通の便が良 く,夜 は静かで
暮ら しやすい
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21 北新宿2 W1 共用 4(0) 現存 共用 4(0) 外国人を入れた ことはない,今 年中に取 り壊 し予定
22 北新宿2 W1 共用 6(0) 現存 共用 6(0) 入居者は高齢者世帯のみ
23 北新宿2 W1 共用 4(0) ・窒 堀
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24 北新宿2 W1 共用 4(0) 現存 共用 4(0) 4室 の うち空室が3室,取 り壊 しも間近
25 北新宿2 W1 共用 8(7) 台湾2

中国5
単身7
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26 北新宿3 RC

1
専用 11(3) 中 国1

韓 国1
コロンビア1

単身1兄弟姉

妹2

現存
子が家主

1輔 ● fを'(8) 韓 国3中
国3

台湾1パ
ンゲラデ

シュ1

軍身5.
友人2
夫婦1

日本人は高齢著2世 帯のみ,入 居者は働いてC、る外
国人が多い,保 証人は原則 日本人,分 別ゴミの問題
はあるが トラブルはない,日 本人よりも外国人の方が
家賃の支払いが良 く、外国人のおかげで空室が出な
いので助かる

27 北新宿3 W1 共用 12(3) 台湾2
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友人1
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28 北新宿3 W1 専用 4(1) 一 単 身1 現存 専用 4(2) 中国2 夫婦1
単 身1

家主は別の ところに住んでいる

29 北新宿3 W1 一 4(2) 一 夫婦1
単 身1

建替
→S1

専用 4(一) 以前は不法滞在の外国人が住んでいて警察に捕まっ
た,一 昨年ボヤが あり建替え られた

30 北新宿3 W1 専用 2(1) 台湾1 夫婦1 現存 専用 2(1) 中国1 友人1 保証人は日本人としているが結構 いいかげん

①総戸数(外 国人)は,()内 が外国人
入居戸数という意味②

外国人国籍の*印 は,日 本人との国際結婚
のこと

響麗 響魏 謹 には・男女の力・

盤 奮蟹%孟 縷 灘粥:學
世帯が家主になったという意味

所在地 構造棟数 設備 総戸数
(外国人)

外国人国籍 世帯構成 ヒア リング概要

新規1 大 久保1 RC1 専用 1(5) 韓国2
タイ3

単身or
友人

契約は不動産屋を介す,家 貰の支払いが遅れるときや長期不在は必ず事前
に申し出てもらう,日 本人の方が

トラブルは多い

新規2 大 久保1 RC1 専用 9(1) 台 湾2

中国1

斡 国1タ
イ2

インドネシア1

単身6家族
1

外国人を入居させる苦労は特にない,ビ ジネスで賃貸
住宅を経営 しているのだから多少の トラブルはや

むを得ない,ゴ ミも説明すれ ばわかる,保 証人はあ
てに してないので 日本人には限定 していない

新規3 百 人町1 RC1 専用 22(15) 中国韓国

米国タ
イ

ドミニカ

夫婦友
人

家主の意向で外国人に率先 して部屋 を貸 している,保
証人は 日本人,管 理員が常駐 していて,外 国人入

居者とのコミュニケー ションは とれている.管 理員が
入居者のよろず相談所になっている

新規4 百 人町2 RC1 専用 7(2) 台湾1中
国1

単身2 入居者 との意志疎通 はとれており トラブルはない,
公庫融資を受けており,礼 金 ・更新料 をとれないの
で転貸 も黙認 している



労者が増えるという傾向が顕著である。

4)　賃貸借契約および入居者選考

①契約:1990-1992年 調査ではロコミ紹介の場合,不 動

産業者を介 さずに家主が賃借人 と直接契約を行い,入 居

後に トラブルが発生 して対応に苦慮する事例 もみられ

たが,2000年 調査では,ト ラブル対応策として必ず不

動産業者を介 して契約を行 う方向に変わってきている。

②保証人:1990-1992年 調査では,家 主は日本人への住

宅賃貸と全 く同様に外国人に対 しても 「日本人の保証

人」を執拗に求めていた。しか しその結果,名 義貸 しに

よる形式的な 「El本人の保証人」が横行 した。これ らの

経験を踏まえて,2000年 調査では,保 証人は必ず しも

日本人に限定されなくなっている。

③選考基準:1990-1992年 調査では,国 籍 ・出身都市,

職業,性 別,日 本語能力などが判断基準になっていた。

2000年 調査では,国 籍や身分による選考基準に代わっ

て,家 主は外国人入居者に対 して,生 活者として責任を

もって日本人 と共住 していけるかどうかを求めるよう

になっていた。

5)　契約事項の遵守と入居者管理

　 1990-1992年 調査では,無 断同居や無断転貸が,分 別

ゴ ミ問題 と並んで外国人へ賃貸 した場合の大きな トラ

ブル となっていた。2000年 調査でも,同 居や転貸は依

然 として存在するが,家 主側の態度が大きく変化 してい

る。あくまでも契約事項にこだわって禁止するのではな

く,家 主に事前相談があることを前提 として,状 況によ

っては同居や転貸を承認するとい う対応に変化 してい

る。これは,杓 子定規に同居 ・転貸を禁止 して知 らない

うちに入居者の把握ができなくなるよりは,事 前の届け

出を徹底 して,常 に入居者を把握する方が望ましいとい

う判断による。

　また家賃を振 り込み とせず賃借人に持参させること

により,入 居者の入れ替わりがないかを確認 し,日 常的

にコミュニケー ションをとることで事前相談の担保力

を高めるといったことを行ってお り,家 主は10年 間の

経験から外国人への賃貸借契約および管理のノウハウ

を蓄積 していることが把握された。

6)　 日常管理 と トラブル

　2000年 調査では,全 般的に 「外国人入居によるトラ

ブルや困ったことは特にない」 とい う回答が多く,「外

国人よりもむ しろ日本人の方が,ト ラブルや家賃滞納が

逸1、M　>倣 ウス　tt£1士洞日古(ナ ー
=1 A', / 0

　 1990-1992年 調査で トラブルの筆頭にあげられていた

ゴミ問題は,2000年 調査では,「 トラブル」として認識

されなくなっていた。これは,入 居時に説明することで

問題が改善された,分 別ゴミの問題は現在もあるが仕方

がないと思 うようになった,と いう2つ の要因によるも

ので,い ずれにしても 「ゴミはたいした問題ではない」

と考えられるようになっている。

　家主側の意識が,自 分は トラブルによって迷惑を受け

ている被害者であるといった被害者的意識から,10年

を経過 して,賃 貸住宅経営はビジネスであり,多 少の ト

ラブルは ビジネスである以上やむを得ない とい う経営

者的意識に変化 してお り,そ のことが,か つての トラブ

ルを トラブル として認識 しなくなるとい う変化をもた

らしたと考えられる。

7)外 国人入居者 とのコミュニケーション

　 1990-1992調 査では,家 主と外国人のコミュニケーシ

ョンがとれず,そ のことが トラブルへの対応を困難にし

ていたが,2000年 調査では,外 国人入居者 とのコミュ

ニケーション不足に起因する問題はみ られなかった。む

しろ日常的な挨拶以上の関係性が築かれているケース

も多々み うけられた。コミュニケーション問題が改善さ

れた理由としては,入 居者の うち就学生が減少し日本語

のできる外国人が増えた,家 主も経験を重ね外国人との

コミュニケーションに慣れてきた,家 主が世代交代 し,

外国人との対応が容易になってきたなどがあげられる。

8)　外国人の入居を拒否する賃貸住宅

　今回の調査対象の中で,外 国人の入居を拒否した家主

も3物 件あった。うち2物 件は設備共同の木賃アパー ト

で,1物 件は日本人 と外国人による設備共同使用は困難

という理由,他 の1物 件は取 り壊 しが近く入居停止を行

っている物件であった。新築の賃貸マンションで,外 国

人の入居を拒否 した家主のケースは,日 本人だけを募集

するために,敢 えて地域外の不動産業者に仲介を依頼し

ており一般的な事例ではなかった。

　外国人の入居を拒否する家主は今後 も存在するであ

ろうが,外 国人を入居 させないと空室が埋まらないとい

う地域の現実を踏まえると,今 後,入 居拒否物件が増加

することは考えにくい。

3.4　 分譲マンションにおける外国人居住

1)　調査対象物件の概要

分譲マンシ ョンにおいて適正な維持管理を行 うために

は,区 分所有者の合意形成が不可欠であるが,そ の実現

は容易ではない。とくに大久保地区においては,近 年の

外国人人口の増加により,分譲マンション固有の管理問

題に加 えて,外 国人への対応 とい う課題を重層的に抱え

ている。大久保地区の分譲マンシ ョンの管理実態にっい

ては,筆 者 らが1994年 に調査(以 下 「1994年調査」と



い う)を 実 施 して い るが ,こ の結 果 を踏 まえ,1994年

調 査 対 象 の 中 か ら分 譲 マ ン シ ョン8件 を選 び ,管 理 者 も

し くは 管 理 員 に 対 す る ヒア リ ン グ調 査を 実 施 した 。

　 マ ンシ ョンA～Hに つ い て,1994年 調 査 と2001年 調

査 の① 賃 貸 率 と② 外 国 人 比 率 の比 較,1994年 調 査 に比

較 して2001年 調 査 で の⑤ 韓 国人 と④ 区 分所 有者 の顕 著

な 増 加,2001年 調 査 で の⑤ 外 国 人 トラブ ル の 管 理 者 の

認 識,⑥ 規 則 等 の 翻 訳 に よ る外 国 人 へ の 便 宜 提 供 状 況 を

一 覧 で 表 に示 した(表3-4)
。 物 的 な維 持 管 理 に っ い て

は,管 理 会 社 等 に委 託 して い る 部 分 も多 く,施 策 レベ ル

とは 無 関 係 に,ほ とん どの マ ン シ ョンで 良好 に保 た れ て

い る。

2)　 マ ン シ ョンに お け る外 国 人 居 住

　1980年 代 に急 増 した 大 久 保 地 区 の 外 国 人 人 口は,バ ブ

ル 経 済 の崩 壊 や 地 元 住 民 に よ る 「環 境 浄 化 店 動i`18)も

あ り,1990年 前 後 か ら1994年 に か け て は 横 ば い も しくは

漸 増 傾 向 に 落 つ い た。そ れ で もな お,1994年 調 査 に お い

て,賃 貸 率 が40%を 超 え るマ ン シ ョン は 半数 に 上 り(表

3-4①),賃 貸 住 戸 の 半数 以 上 を外 国 人 が 占め る マ ン シ ョ

ン が 多 か っ た。外 国 人 は,2001年 調 査 で は 再 び 大 き く増

加 に転 じてお り,外 国 人 比 率 が30%を 超 え る マ ン シ ョン

が3分 の1を 占 め(表3-4②),職 安 通 り沿 い に は50%を 超

え るマ ン シ ョン もあ る。1994年 か ら2001年 に か け て外 国

人 比 率 が 上 昇 した の は,い ず れ も賃 貸 率 が 高 い マ ン シ ョ

ンで あ る。

　 半 数 の マ ン シ ョンで は 韓 国 人 の 増 加 が み られ る が(表

3-4③),中 国人 も増 加 して い る マ ン シ ョン もあ り,マ

ン シ ョン ご との 国籍 別 棲 み 分 け が 進 行 して い る と考 え

られ る。外 国 人 の 主 な 住 居 は1980年 代 に は 木 賃 ア パ ー ト

で あ った が,現 在 で は,マ ン シ ョン に 家 族 で 居 住 す る者,

マ ン シ ョンの 一 室 を共 同利 用 す る者,木 賃 アパ ー トに居

住 す る者 な ど,階 層 分 化 が 進 ん で い る。

外 国 人 が 区 分 所 有 者 とな る例 は 一 部 の マ ン シ ョン にみ

られるのみ(表3-4④)で あるが,賃 貸住戸,と くに新

たに賃貸化 した住戸の主な借 り手は外国人である。住宅

売買市場においては,区 分所有者が居住する住戸が相続

される場合を除き,主 として外国人に売却されることと

な り,長 期的にみれば,日 本人が流出して国際地区へと

変貌 していく可能性があろう。

3)　外国人居住に伴 うトラブル

　外国人がマンションで引き起こす トラブルは,騒 音,

ゴミ放置,ペ ット飼育違反,無 断転貸などであり,1994

年調査時 と内容に大きな変化はなく,全 般的にはやや減

少傾向にある。マンションによって管理者等の トラブル

の認識及び受止め方はさまざまであ り,半数弱のマンシ

ョンでは外国人の居住に伴い発生する通常の現象 とし

て取 り扱っているのに対 し,半数強のマンションでは ト

ラブルの発生を問題視 し(表3-4⑤),規 則を守らない

外国人が管理に悪影響を与えかねないと考え,外 国人に

対 しで1生悪説に則った厳 しい対処を図っている。

　 無断転貸の増大につれて,住 宅賃貸市場では多数の外

国人向け転貸斡旋業者が営業を開始している。外国人に

とっては業者及び現居住者に手数料を支払 うのみで手

軽に入居できるのが利点であるが,所 有者は賃貸収入に

のみ関心があ り,転貸の事実を知っても黙認す る者が多

い。これは,大 久保地区が歌舞伎町に隣接しているため

に風俗サービス業従事者の居住地であることと並んで,

多数の住戸の居住者氏名がエン トランスに表示されず,

マンションの匿名的空間化を招いている要因であろう。

4)　 外国人居住への対応

　 外国人居住に起因する トラブルに対 して,半 数弱のマ

ンションでは積極的な対応を図っている。例えば,規

則 ・お知 らせ等のハングル語 ・中国語への翻訳・配布(表

3-4⑥),外 国人向けア ドバイザーの設置,入 居者名簿

の作成などの施策である。この うち外国語能力を必要と

する作業は,居 住者 もしくは管理会社等の外国人に委嘱

していることが多い。但 し,用 意 された施策を,外 国人

が積極的に利用 しようとする傾向はみ られない。目本人

の中には,施 策に基づく外国語文書の掲示等を,資 産価

値の下落要因 として否定的に考える者 もいる。

多くのマンシ ョンでは,こ うした施策は実施困難 とし

てお り,管 理人による口頭での注意が重視 されている。

日本語能力のある外国人の入居を大家に要請 している

こと,多 くの外国人が日本語能力を持ちはじめたことか

ら,管 理人による注意は相当な効果を発揮 している。外

国人居住者への対応は,役 員など管理者個人の意欲 ・能

力により異なっており,施策 レベルは二極化 しつつある

が,　「外国人の日常化」に伴い,ト ラブル処理は例外的

業務から日常業務の一環になるとともに,外 国人 との 日

常的接触を強いられる管理者は,外 国人に対する 「理解

と反発」の両極の間で日々対応を迫 られている。



3.　5　 外 国 人 関連 施 設 調 査

　 既 に 過 去3回(1993年12A,1996年5,月,1998年

10月)に わ た り調 査 を 実施 し,今 回 通 算4回 目 と して

2001年5月 に地 区 内 を踏 査 した/l　9)。大 久 保 地 域 の 外 国

人 関 連 施 設 の 変 遷 は以 下 の よ うに ま とめ られ る。

1)　 外 国 人 関 連 施 設 総 数

　 通 算4回,1993年12月 か ら約2年 半 お きに 調 査 地 区

内 を踏 査 した 結 果,外 国 人 関連 施 設 数 は,44件(1993

年12月),84件(】996年5,月),164件(1998年10月),

252件(2001年5月)と 調 査 の た び に 増加 を 続 け て い

る(図3-2,図3-3)。

2)　 施 設 の 国 籍 別 立 地 の 変 遷

　 全 体 に韓 国 系 店 舗 ・事 務 所 が 増 加 して い る が,JR

新 大 久 保 駅 東側 の 大 久 保1丁 目で 特 に増 加 が 著 しい。

第3回 調 査 で は,日 本 で 韓 国 系 の 事 業 を展 開 して い く

上 で,大 久 保 に 拠 点 を置 くの が よ い と判 断 して 進 出 し

て きた 事 務 所 の 話 が 聞 かれ た 。 第4回 調 査 で は さ らに

事 務 所 数 が 増 加 して お り,「 エ ス ニ ッ ク レス トラ ン を



開 業す る場 」 「母 国 の生 活 関 連 用 品 を販 売す る場 」に加

え て,こ の 地 域 が 「ホ ワイ トカ ラー の 働 く場,事 業 を

展 開す る場 」 とな って きて い る こ とが うか が え る。

　 ま た 第4回 調 査 で は,JR大 久保 駅 周 辺 で の 中 国 系

店 舗 ・事務 所 の 増加 も 目立 っ た。 施 設 数 をみ る と,大

久保1・2丁 目で は韓 国 系 が 約8割(121/151)と 大 半

を 占 め る の に 対 し,百 人 町1・2丁 目 で は 約5割

　 (53/101)で あ り,中 国 系 が約1/3を 占め る(33/101)。

中 国 系 店 舗 ・事 務 所 の 業 種 で は,エ ス テ テ ィ ック サ ロ

ン,東 洋 医 学 診 療(気 功,指 圧,整 体 等)が 特 に増 加

して い る。

3)　 施 設 の 業 種 の 変 遷

　 韓 国 系 の店 舗 ・事 務 所 で は,業 種 の 多様 化 ・専 門化

が 進 ん で い る。 第3回 調 査 で は,書 籍 ・CD専 門 店,

衣 料 品 店,中 古 品 リサ イ クル 店,不 動 産屋 な どの 業 種

が 新 た に 出現 した。 第4回 調 査 で は,さ らに 理 容 専 門

店(男 性 カ ッ ト),PCカ フ ェ,宝 飾 店 な どが 出現 した 。

PCカ フ ェ は,こ の2年 半 の 問 に6店 舗 が 開 業 して い

る。

　 第3～4回 にか け て増 加 が 目立 っ た 業種 は,レ ス ト

ラ ン ・居 酒 屋,美 容 室,エ ステ ・マ ッ サー ジ,服 飾 リ

フ ォ ー ム,ホ テ ル ・民 宿,薬 局 ・東 洋 医 学(気 功,指

圧,整 体 等)な どで あ る。 ま た 「そ の他 事務 所 ・店 舗 」

の 数 も か な り増 加 してお り,確 認 で き た範 囲 で は,出

版,貿 易,国 際 電 話 カ ー ド販 売,占 い,広 告 ・看 板 屋

等 が み られ た。

4)顧 客 層 や 経 営 形 態 の 変 遷

　 第3回 調 査 で は,同 国 人 の 利 便 の た め だ け で な く 日

本 人 や 他 の 国 の人 た ち も積 極 的 に マ ー ケ ッ ト対 象 とす

る店 舗 が 現 れ,同 時 に 日本 人 経 営 の 店 舗 で も数 力 国 語

の看 板 を 出 した り品揃 え を変 え た りと,外 国 人顧 客 に

対 応 して い る様 子 が うか が え た。 第4回 調 査 で も,複

数 の 国 ・地 域 に ま た が る 店 舗 ・事 務 所(例/韓 国語 と

タイ 語 の表 示 の あ る美 容 室)や,日 本 人 経 営 と思 われ

るが 日本 語 と複 数 の 言 語 で 書 か れ た 看 板 の あ る店 舗 な

どが み られ た。

5)　 施 設 の集 積 の 状 況

　 大 久保1丁 目の職 安 通 りに 面 した マ ン シ ョン や ビル

で は,第3～4回 に か け て,特 定 の マ ン シ ョンや ビル

に外 国 人 関 連 店 舗 ・事 務 所 が 著 し く集 積 す る状 況 が み

られ た 。

4.総 括 お よび 課 題

4.1　 外 国 人 居住 の 広 が り と外 国 人 居住 者 層 の 変 化

第2章 で み て きた よ うに,1都3県 の 外 国 人 登録 者 数

は,こ の10年 で1.6倍 増 とな っ て い る。 国 籍 別 で は 韓

国 ・朝 鮮 お よび 中国 の 居 住 地 動 向 の詳 細 を み た が,こ の

ほ か に も,今 回 居 住 地 動 向 を調 査 した フ ィ リ ピン,タ イ,

ベ トナム,バ ングラデシュ,パ キスタン,英 国,米 国,

ブラジル,ペ ルーの登録者のいずれ もが増加 している。

1990年 の調査ではtニ ューカマー外国人は国籍による

在留資格の偏 りが大きく,か つ彼 らが職住近接を指向す

ることか ら,国籍ごとの居住地動向の違いが明らかにな

った。10年 が経過 し,以 前ほど顕著な在留資格の偏 り

が減少 し,定住者や永住者の在留資格をもつ人が増えて

いることか ら,外国人の活動領域や就労地は広が りをも

ちは じめた。その結果,彼 らの居住地は拡大 ・拡散傾向

にあるが,そ れでもなお国籍別の居住地動向の違いがみ

られる。特定の地域への集積,あ る特定ゾーンへの拡大

および延伸,新 たな居住地ゾーンの形成な ど,幾 つかの

パターンが見られるが,本 稿では紙面の都合から割愛す

る。

外国人居住者の増加,居 住地の広がりは,さ まざまな

社会情勢の影響を受けながらも,こ の傾向は今後 も続 く

と推察され,生 活者 としての外国人は日本社会の中にお

いてよ り大きな存在となり,彼 らとの共存がまちづくり

の大きなテーマの1つ となることは必至であろ う。

4.2　 大久保地域の変容

　日本でもっとも外国人が多く暮らすまちとしてさまざ

まな経験を重ねてきた大久保において,外 国人居住 とい

う側面から,こ の10年 間の住まいと住環境の変容をま

とめてみる。

1)　外国人居住者の属性の変化

　 10年 前の調査では,確 認 された多くの外国人は若年

単身者であく)た。 しかしなが ら,10年 の時間を経た今

回の調査では,就労単身者,夫 婦,フ ァミリー世帯など,

居住する外国人の家族型が,か つての非単身者世帯だけ

でなく,よ り多様化 している様子が判明した。また,国

際結婚カップルの増加,日 本に生活基盤を確立した層や

母国と日本を行き来する外国人居住者層の出現,一 人の

来 日を契機に,兄 弟 ・姉妹や親戚縁者など親族が次々と

来 日し日本国内で同胞者のネ ッ トワークが形成 されっ

っあるとい う感触も,各 ヒア リング調査などからうかが

えた。

2)住 まいに関する変容

①外国人の住まいは,古 い木賃アパー トから賃貸マンシ.

ヨンへ

　 10年 前の大久保地区では,家 賃の安い賃貸住宅への

入居を希望する外国人が圧倒的に多かったこと,多 くの

家主による外国人の入居の敬遠などにより,結果として,

日本人が敬遠 しがちな古い木賃アパー トに外国人が集

中して居住 している実態が確認 された。しか し,地 区内

の木賃アパー トの減少,就 学生 ・留学生から就業者へ と

いった所得水準の変化,外 国人に対応 した賃貸住宅市場

の形成などを背景として,外 国人の住まい=木 賃アパー



トとい う図式が壊れ,地 区内の賃貸マンションへの外国

人入居が一層進んでいる実態が明らかになった。

②外国人に対応 した賃貸住宅市場の形成

　 10年 前には,多 くの家主 と不動産業者が 「外国人不

可」とであ り,外 国人に とって,部 屋を探すことは非常

に困難がつきまとった。よって,多 くの場合いわゆる「ロ

コミ」による住宅探 しが行われていた。 しかしながら,

今回の調査では,外 国人への斡旋を専門とする外国系の

不動産業者や転貸斡旋業者の出現,ま た,一 般の不動産

業者においても外国人への斡旋が 日常的になり,いわゆ

る 「飛び込み」による外国人の住宅探 しが一般化 してい

る状況が明らかになった。特に分譲マンションの賃貸化

した住戸にっいては,外 国人にも市場が開かれていると

いう段階を通 り越 し,外 国人を主な顧客とする市場に変

貌 している状況が確認できた。

③賃貸借契約の条件はケースバイケースでかなり柔軟

な対応に

外国人が賃貸借契約を結ぶ際には,日 本人の住民票に

かわるものとしての外国人登録証,パ スポー トの写 し,

在学証明書,就 業証明書,保 証人などの多くの書類の提

示を求められる場合が多く,特 に来日間もない外国人に

とって 「日本人の保証人」は,賃 貸借契約を結ぶ際の大

きな障害になっていた。今回不動産業者及び家主調査か

らは,必 ず しもそれらの形式にこだわることなく事情に

応 じて賃貸借契約 を結んでいる事例が見受けられた。業

者や家主側のノウハウの蓄積などにより,形式や書類重

視から,契約者本人重視に変わ りつつある様子が うかが

えた。

④ トラブルに対する認識の変化

かつて外国人入居者により,ゴ ミ,音,転 貸などの問

題が多 く発生し,そ れが原因 となって賃貸住宅の 「外国

人不可」がより加速するとい う状況があった。しかしな

が ら,今回の調査では,ト ラブルそのものの減少に加え,

外国人入居者 と日常的なコミュニケーションをとるな

ど未然に トラブルを防 ぐ努力,ト ラブルを受け取る側

(主に家主)の 外国人入居者への過剰な反応の沈静化や

意識の変化により,ト ラブルに対する認識が変化 し,10

年前ほどの 「問題視」はされなくなっている状況が明ら

かになった。

3)　住環境 と地域に関する変容

外国人関連施設調査からも分かるとお り,外 国人の生

活を支える店舗や就業の場である事務所などは,年 々そ

の数を増 している。国籍による施設の集積が若干ではあ

るが色分けされつつあ り,近 年では,特 に韓国系と中国

系の店舗や事務所の台頭がめざましい。また,業 種の多

様化 ・専門化も進み,従 来からあったレス トラン,食 材

店,美 容院などのほか,書 籍・CD専 門店やPCカ フェ,

宝飾店などが出現したことで,大 久保は,外 国人にとっ

て,生 活 の 場,就 業 の 場 に加 え,遊 興 の 場 と して の 性 格

も形 成 しつ つ あ る と言 え るだ ろ う。

4.3　 今後の課題

　今回の調査でみえてきたいくつかの事象を述べ今後の

課題 とする。

①賃貸住宅における外国人居住問題の二極化が進んで

いる

　 今回の家主調査にて外国人入居者による トラブルが

さほど重要視 されていない一方で,分 譲マンション調

査においては,外 国人入居者によ りもた らされる トラ

ブルが深刻な問題 として認識されている状況が明らか

になった。オーナーマンション(ア パー ト)に比べて,

分譲マンシ ョンでは,管 理責任の所在が不明確,入 居

者選考や管理方針の一元化を図れない,入 居者間の匿

名性が高い,と いった問題があり,同 様の問題は,管

理委託賃貸物件でおいても発生 していると予測 され,

外国人居住 とい う観点からみても,集 合住宅における

管理のあり方や匿名性の問題 をどのよ うに考えるのか

は,重 要な課題である。

②新たな居住ニーズの出現

　 外国人向けの不動産業者や転貸業者の出現,さ らに,
一般の賃貸住宅市場において外国人への門戸が開かれ

たことはこの10年 間の大きな変化であった。さらに,

今回の調査では,日 本の賃貸住宅市場では対応できない,

短期～中期滞在ニーズ,超 過滞在者などのニーズに応え

るための 「民泊」などの新たな賃貸住宅形態が確認され

た。これ らが今後増加 していくのか,ま た,従 来からの

日本の賃貸住宅や賃貸借形式にどういった影響を及ぼ

すのかについては,動 向を見守る必要がある。

③地域コミュニティの改変と新たな関係の形成

　今回の調査においては,家 主など日常的に外国人に接

する機会のある日本人からは外国人に対する否定的な

意見は多くは聞かれなかった。一方で,明 星大学社会学

部の渡戸研究室が実施 した大久保地域 の日本人住民を

対象とするアンケー ト調査(2001年3月 発表)文6)で は,

　「全体 として……(略),外 国人の第二次急増期に伴 う

『まちの変化』(日本人住民の減少)と バブル期以降の

『まちの景観の変化』のプロセスにおいて,地 域の環境

悪化やルールの混乱に対する戸惑いや非難であると言

って良いであろう。この間の地域変化は大勢 としてはマ

イナスの変化 として受け止められている…」と分析され

ている。外国人 との日常的な接触密度の違いが,外 国人

居住者への理解や認識の違いとなり,日本人住民の中に

おいて 「肯定」「容認」「否定」など,外 国人との共存に

対する考え方の階層化が進んでいる可能性がある。日本

人人口の減少により地縁的コミュニティや近隣関係は

なくなりつつあるという声は多い。一方で,外 国人との



共生を探る住民グループの活動の活発化,外 国人自身に

よるコミュニティ組織の形成などの動きもみられる。今

後は日本人住民と外国人住民とい う図式から,日 本人で

もなく外国人でもなくともに地域住民であるとい う関

係をどう構築していくのか,そ のためには,増 加の一途

をたどる外国人住民との 関係をどう構築 していくのか,

大久保地区にとって,引 き続き大きな課題である。

<注>

　 1)本 稿 における外国人登録 者数は各年12月 末 日現在の数

　　　 値で ある。 日本人人 口は,毎 月1日 付 けで公表 され る

　　　 ため,便 宜 上,表 記年の翌年1月1日 現在の数 値を使

　　　 用 している。 すなわち本文中で 「2000年 の人 口」 と著

　　　 す 場合は,外 国人人 口は2000年12月 末 日現在の数値

　　　 を,日 本 人人口は2001年1月1日 現 在の 日本人人 口の

　　　 数値 を用いている。

　 2)　 北新宿1丁 目南側の税務署通 りは,職 安 通 りの延長 と

　　　 して道路拡幅(幅 員30m)事 業 が進 め られ てお り,さ

　　　 らに青 梅 街 道 に接 す る北 新 宿2丁 目南 側地 区一 帯

　　　 (4.7ha)で は,市 街地再開発事業(都 施行)が 平成10

　　　 年5月 に都市計画決 定 され,従 前建物 の買収 ・除却が

　　　 進み10年 前に比べて空地が 目立つ市街地状況 になって

　　　 い る。

　 3)参 考文献1)お よび2)を 参照の こと。

　 4)1988年 以来,池 袋 ・新宿地区 を対象 に継続的 にアジア

　　　 系外国人 の調 査 を行 っている奥 田研 究室 の調 査に も同

　　　 様の記述がみ られ る。参考文献5)を 参照の こと。

　 5)上 記4)の 奥 田研 究室の外国人居 住者 自身へのイ ンタビ

　　　 ュー調 査において も,「飛び込み」で部屋 を探す外国人

　　　 が多 くなった とい う同様 の分析があ る,参 考文献5)。

　 6)　 同一の家主が複数棟の 賃貸住宅 を所有 しているケース

　　　 があ り,第100荘,第200荘 な ど構造が同 じで別

　　　棟 に分かれて いる場 合は,1物 件 と して扱 っている。

　　　た だ し同一の家主 で も,木 造 とRC造 な ど異な る構造

　　　の賃貸 住宅を所有 しているケー スでは,こ れ を2物 件

　　　 と して扱 った。

　 7)　 家主か ら直接 話を聞けなか った場合 は,入 居 者や近隣

　　　住民か らも話 を聞いてい る。

　 8)　 ま じめに勉 強 し働 く外国人な らば隣 人と して受 け入れ

　　　るが,ホ テル街 に立つ外国人女性や犯雅は困 ると して,

　　　町会 ・旅館組合等 による 「大久保 百人町環境浄化活動」

　　　が開始 され,警 察 も協 力 して夜 間パ トロール を行 った。

　 9)あ くまで外観か ら判断す る調査 であ り,「外国 人関連

　　 施設」 と して,以 下の施設 をカ ウン トした。

　　　・外国人 を対象 と した店舗 ・事務 所等:外 国人が経営

　　　　してい るもの,看 板等 に外国語 が入 っているもの

　　　・主に 日本人 を対象 と していても,外 国人が行 ってい

　　　　る ことを"売 り"に してい るもの:「韓 国式OO」 な

　　　　ど

　　　・1つ の店舗 ・事務所で複数の業種に該 当す る場合 も

　　　　多いが,グ ラフや 図では主要な職種1つ をカウン ト

　　　　した。

　　 ・外国人学生 の多い 日本 語学校 や 専門学校,外 国人信

　　　 者の 多い宗教施設 は,グ ラフや図ではカ ウン トして

　　　 いな い。
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